
  
糸谷教育長 ただいまの出席は４名であり、会議は成立いたします。 

  

 ただいまから、令和３年第３回雨竜町教育委員会を開催いたします。 

本委員会の説明員は別紙配布のとおりであります。 

 

日程第１「前回会議録の承認」についてですが、出席委員の署名をいた

だいておりますので、承認済みといたします。 

  

 次に、日程第２「教育委員会行政報告」を行います。私の方から報告さ

せていただきます。 

  

 （教育長 報告） 

  

 以上、教育委員会行政報告を終わります。 

 

「教育委員会行政報告」に対する質問があればお受けいたします。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、以上で「教育委員会行政報告」を終わります。 

  

 次に、日程第３「議案第８号 専決処分した事件の承認について 雨竜

町立学校教職員の人事に関する内申について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第８号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第８号 専決処分した事件の承認について 

雨竜町立学校教職員の人事に関する内申について」は原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 



  

糸谷教育長 次に、日程第４「議案第９号 専決処分した事件の承認について 雨竜

町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」を議題といたしま

す。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第９号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第９号 専決処分した事件の承認について 

雨竜町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」は原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第５「議案第10号 専決処分した事件の承認について 雨竜

町立学校教職員の兼職に関する内申について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第10号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第10号 専決処分した事件の承認について 

雨竜町立学校教職員の兼職に関する内申について」は原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。 

  

  



全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第６「議案第11号 専決処分した事件の承認について 雨竜

町立学校における医療的ケア等実施要綱の制定について」を議題といたし

ます。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第11号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第11号 専決処分した事件の承認について 

雨竜町立学校における医療的ケア等実施要綱の制定について」は原案のと

おり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第７「議案第12号 専決処分した事件の承認について 雨竜

町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」を議題といたしま

す。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第12号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

  



糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第12号 専決処分した事件の承認について 

雨竜町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」は原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第８「議案第13号 雨竜町教育委員会事務局職員の任命つい

て」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第13号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第13号 雨竜町教育委員会事務局職員の任

命ついて」は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第９「議案第14号 雨竜町教育委員会事務局会計年度人用職

員の任命ついて」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第14号について質

疑ありませんか。 

  



全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第14号 雨竜町教育委員会事務局会計年度

人用職員の任命ついて」は原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第10「議案第15号 雨竜町立学校会計年度人用職員の任命つ

いて」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第15号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第15号 雨竜町立学校会計年度人用職員の

任命ついて」は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第11「議案第16号 修学旅行の引率業務等に従事する町立学

校職員の勤務時間の割振り等に関する要領の一部を改正する訓令の制定に

ついて」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  



糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第11号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第16号 修学旅行の引率業務等に従事する

町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領の一部を改正する訓令の

制定について」は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第12「議案第17号 雨竜町立学校管理規則の一部を改正する

規則の制定について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第17号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第17号 雨竜町立学校管理規則の一部を改

正する規則の制定について」は原案のとおり決することにご異議ございま

せんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第13「議案第18号 雨竜町立学校における教諭等の標準的な

職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の制定つい

て」を議題といたします。 

 



糸谷教育長 事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第18号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第18号 雨竜町立学校における教諭等の標

準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の制

定ついて」は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第14「議案第19号 雨竜町立学校における事務職員の標準的

な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱の制定

ついて」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第19号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第19号 雨竜町立学校における事務職員の

標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱

の制定ついて」は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。 



  

糸谷教育長 次に、日程第15「議案第20号 雨竜町立学校学校運営協議会委員の委嘱

ついて」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第20号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第20号 雨竜町立学校学校運営協議会委員

の委嘱ついて」は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第16「議案第21号 雨竜町教育委員会外部評価委員の委嘱つ

いて」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第21号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第21号 雨竜町教育委員会外部評価委員の

委嘱ついて」は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

  



糸谷教育長 よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第17「報告第４号 雨竜町立学校における教職員のパワー・

ハラスメントをはじめとする各種ハラスメント防止等に関する指針の策定

について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。報告第４号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

よって、「報告第４号 雨竜町立学校における教職員のパワー・ハラス

メントをはじめとする各種ハラスメント防止等に関する指針の策定につい

て」は報告済みといたします。 

  

 次に、日程第18「報告第５号 雨竜町立学校における医療的ケアに関す

るガイドラインの策定について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。報告第５号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

よって、「報告第５号 雨竜町立学校における医療的ケアに関するガイ

ドラインの策定について」は報告済みといたします。 

  

 次に、日程第19「報告第６号 雨竜町教育情報セキュリティポリシーの

策定について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  



糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。報告第６号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

よって、「報告第６号 雨竜町教育情報セキュリティポリシーの策定に

ついて」は報告済みといたします。 

  

 次に、日程第20「報告第７号 雨竜町学校教育情報整備基本計画（改定

版の策定について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。報告第７号について質

疑ありませんか。 

  

横 山 委 員 整備基本計画とセキュリティーポリシーをみて、教職員の負担軽減とよ

り専門的な指導を行うため、ＩＣＴ支援員の配置は早急に必要だと思う

が、どのように考えているか。 

  

先 名 課 長 国や道の基本方針にはＩＣＴ支援員を雇用することが望ましいとされて

いる。私どもの考えでは、ＩＣＴ支援員をそれだけで１年間雇用すること

は難しいため、今回、ＩＣＴ機器を整備した業者に研修とＩＣＴ支援員の

派遣を委託する形で令和３年度は対応をしたい。 

  

糸谷教育長 他に質問ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

よって、「報告第７号 雨竜町学校教育情報整備基本計画（改定版の策

定について」は報告済みといたします。 

  

 以上で、本委員会に提案のあった全議案の審議を終了しましたが、次に

委員提案事項がありましたら、お受けいたします。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ事務局から報告事項と今後のにっていについて説明願います。 

  



先 名 課 長 （報告事項について 別途配布資料により説明） 

内容 

①雨竜町英語指導講師の派遣について 

②雨竜町ジュニアハイスクール受講者数について 

③その他 

・令和３年度のトロント国際交流事業について 

 

（今後の日程について 別途配布資料より説明） 

  

糸谷教育長 皆様から質問等ございますでしょうか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、以上をもちまして令和３年第３回雨竜町教育委員会を閉会い

たします。 

  

 


